○事件議決案
	
番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	１
	工事請負契約締結の件（大阪府立高等学校施設整備事業）
	(1) 大阪府立新工業系高等学校（仮称）改築工事請負契約
　　契約金額　６９億６，３００万円
　　請 負 者　大鉄・名工・中林特定建設工事共同企業体

(2) 大阪府立新工業系高等学校（仮称）改築電気設備工事請負契約
　　契約金額　１２億４，８５０万円
　　請 負 者　大浪電設株式会社

	２
	工事請負契約締結の件（大阪府立支援学校施設整備事業）
	[bookmark: _Hlk201647059](1) 大阪府立生野支援学校新築その他電気設備工事（その２）請負契約
　　契約金額　８億４，３３７万円
　　請 負 者　株式会社エフトリア

(2) 大阪府立生野支援学校新築その他機械設備工事（その３）請負契約
　　契約金額　１２億６，８３０万円
　　請 負 者　日比谷総合設備株式会社

	３
	包括遺贈に係る権利の放棄の件
	本府を受遺者とする遺言により生じた包括遺贈に係る権利を放棄することについて議決を求めるもの。
放棄する権利：動産の一部を本府に遺贈する遺言による
包括遺贈に係る権利















	
番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	４
	大阪府立富田林支援学校における児童の負傷事故に関する損害賠償の額の決定及び和解の件
	大阪府立富田林支援学校における児童の負傷事故に関して損害賠償の額を決定し、民法第695条の規定により和解するため、議決を求めるもの。
内容：府は、相手方に対し本件に関する損害賠償金として、金1,127,451円の支払義務があることを認める。

	５
	指定管理者の指定の件（教育委員会所管施設）
	(1)   大阪府立漕艇センター
指定期間　令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで
指定する団体　一般社団法人大阪ボート協会

	
	
	(2)　 大阪府立少年自然の家
指定期間　令和８年４月１日から
令和18年３月31日まで
指定する団体　少年自然の家共同事業体

	
	
	(3)　 大阪府立近つ飛鳥風土記の丘、大阪府立弥生文化博物館及び大阪府立近つ飛鳥博物館
指定期間　令和８年４月１日から
令和13年３月31日まで
指定する団体　ＡＫＮ共同事業体


















○条例案
	



番号
	件　　　　　名
	概　　　　　　　　　　要

	１
	職員の給与に関する条例等一部改正の件
	令和７年１０月の人事委員会の勧告等を踏まえ、所要の改正を行う。
〔主な改正内容〕
・初任給及び若年層に重点を置いた給料月額の引上げ
・地域手当の支給割合の引上げ
　大阪府の区域
〔改正前〕１１．８％
〔改正後〕１２．８％
・期末手当の引上げ
　〔改正前〕１．２５００月
〔改正後〕１．２６２５月
・勤勉手当の引上げ
　〔改正前〕１．０５００月
〔改正後〕１．０６２５月
　　　施行日：公布の日
　・教職調整額を給料月額の１００分の４に相当する額から
給料月額の１００分の１０に相当する額まで、令和８年
１月１日から１００分の１ずつ段階的に引き上げる。
　　　施行日：令和８年１月１日
〔関係条例〕
　・職員の給与に関する条例ほか４条例

	２
	大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正の件
	大阪府認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正を含む。
国家戦略特別区域法の改正により、国家戦略特別区域限定保育士が廃止されたことに伴い、規定の整備等を行う。
施行日：公布の日（一部、令和８年３月１日）
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